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１．概要

「受領委任払い」制度とは、被保険者の一時的な負担を軽減するため、支払金額を初めか

ら保険適用の１（２・３）割分で済むようにする制度です。残りの９（８・７）割分につい

ては、被保険者の委任に基づき、宇和島市から受領委任払い取扱事業者に直接支払います。

２．対象者

次の①～⑥すべてを満たす方が対象となります。

①宇和島市の被保険者

②要介護認定を受けている(要支援１～２、要介護１～５)

③介護保険料の滞納による保険給付の支払方法の変更又は給付額の減額等を受けていない

④市民税非課税世帯員又は生活保護受給者

⑤受領委任払について事業者の同意が得られている

⑥居宅で介護を受けている

３．留意事項

・被保険者が受領委任払制度を利用するためには、受領委任払い取扱事業者を通じ、事前に

宇和島市への申請が必要です。

・受領委任払いの利用は、宇和島市と事前に登録した業者に限ります。

・生活保護受給者は必ず受領委任払いかつ住宅改修の場合複数の見積書が必要です。

宇和島市被保険者

②９(８・７)割支給

①全額(１０割)支払

事業者【福祉用具販売・住宅改修】

＜償還払い＞

宇和島市被保険者

②９(８・７)割支給①１(２・３)割支払

受任事業者【福祉用具販売・住宅改修】

＜受領委任払い＞
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４．手続きの流れ

福祉用具購入

①相談

ケアマネジャーおよび特定福祉用具販売事業者と購入商品について相談します。

(被保険者が生活保護を受給している場合、担当ケースワーカーへ連絡してください。)

【事前相談】

再購入・高額商品(５万円以上)・通常必要と思われる以上の機能が付いた商品を購入する

場合、宇和島市への事前相談が必要です。

②受領委任払いの可否確認

特定福祉用具販売事業者を通じ、受領委任払いが利用可能かどうか宇和島市に確認・申請

します。

③福祉用具購入・支払い

商品を購入後、特定福祉用具販売事業者に１（２・３）割分を支払いします。

④支給申請

ケアマネジャーが申請者となり、宇和島市へ書類一式を提出します。

⑦支給決定・払い戻し

購入内容が介護保険の対象であると認められた場合、通知を発送後、宇和島市から特定福

祉用具販売事業者に９(８・７)割分が支給されます。
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住宅改修

①相談

ケアマネジャーに相談します。

(被保険者が生活保護を受給している場合、担当ケースワーカーへ連絡してください。)

②施工業者の選定

複数の業者から見積もりをとり、安価な方を選定します。

③受領委任払いの可否確認

施工業者を通じ、受領委任払いが利用可能かどうか宇和島市に確認・申請します。

※選定された施工業者が受領委任払い登録事業者であれば利用可能です。

④事前申請

ケアマネジャーが申請者となり、宇和島市へ書類一式を提出します。

⑤事前申請の許可

改修が介護保険の対象かどうか宇和島市が審査し、結果を通知します。

※事前申請が却下となった場合、自費負担となります。

⑥着工・支払い

改修内容が認められた改修内容の通り改修を行い、施工業者に１（２・３）割分をお支払

いします。

⑦支給申請

ケアマネジャーが申請者となり、宇和島市へ書類一式を提出します。

⑧支給決定・払い戻し

改修が事前申請のとおり行われ介護保険の対象工事であると認められた場合、通知を発

送後、宇和島市から施工業者に９(８・７)割分が支給されます。
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５．提出書類

福祉用具購入

○宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)

○宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費受領委任払承認申請書

○領収証

○請求書

○カタログの写し

（事前相談）

再購入(同一種目)の場合

○商品の劣化状態等がわかる日付入りの写真

再購入(身体状態の変化)・高額商品(５万円以上)・通常必要と思われる以上の機能が付い

た商品商品の場合

○理由書(様式は問いません)

○カタログの写し

住宅改修

《事前申請》

○宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給事前申請書（受領委任払用）

○宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費受領委任払承認申請書

○住宅改修が必要な理由書

○見積書（不採用業者の見積書も添付）

○写真

○平面図

○住宅改修の承諾書 ※住宅の所有者が本人以外の場合のみ

《支給申請》

○宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書（受領委任払用）

○領収証

○請求書

○見積書

○写真
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６．提出書類の注意事項

宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)

過去に同一種目を購入

していないか確認

※スロープのように同一商品を複数購入

する場合、合計額ではなく商品ごとに行

をわけて記入



6

宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費受領委任払承認申請書

宇和島市記入箇所

福祉用具の様式であるか確認

事前に宇和島市の承認が必要



7

領収書

・原本を提出してください。（原本の提出が難しい場合は、一度原本を持参いただき、担当

が確認したうえでコピーを受理します）

例）購入金額が２５，０００円の場合

例）購入金額が２５，０００円、限度額超過のため介護保険対象額が２０，０００円の場合

領収書

令和○年○月○日

宇和島 花子 様

金額 ￥２，５００－

但 折りたたみシャワーベンチＦＳ代金

(保険給付対象額の 1割分)として

上記金額正に領収致しました。

所 在 地 ○○○○○○○○

事業者名 株式会社○○○○ 印

電話番号 ○○○○－○○－○○○○

被保険者氏名

商品名を記入

税抜金額が 5 万円以上

の場合は貼付

購入日と同日

収
入
印
紙

１（２・３）割

領収書

令和○年○月○日

宇和島 花子 様

金額 ￥７，０００－

但 住宅改修工事代金

(介護保険対象１割分２，０００円、限度額超過分５，０００円）として

上記金額正に領収致しました。

所 在 地 ○○○○○○○○

事業者名 株式会社○○○○ 印

電話番号 ○○○○－○○－○○○○

被保険者氏名

完成日以降

収
入
印
紙

税抜金額が 5万円以上

の場合は貼付

１（２・３）割＋限度額超過分

内訳を記入
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請求書

自己負担額１（２・３）割を記入

購入日と同日

９（８・７）割

被保険者名
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宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給事前申請書（受領委任払用）

土日祝日を除く

５営業日以降

全体の金額と介護保険対象額とが

違う場合はそれぞれ記入

市営住宅の場合、住宅の所有者は

【宇和島市】本人との関係は空白
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宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費受領委任払承認申請書

住宅改修の様式であるか確認

事前に宇和島市の承認が必要
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宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請書（受領委任払用）

実際の着工日および完成日を記入

全体の金額と介護保険対象額とが

違う場合はそれぞれ記入
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領収書

・原本を提出してください。（原本の提出が難しい場合は、一度原本を持参いただき、担当

が確認したうえでコピーを受理します）

例）改修費用総額が１００，０００円で全額介護保険対象の場合

例）改修費用総額が１００，０００円、介護保険対象額が８０，０００円の場合

領収書

令和○年○月○日

宇和島 花子 様

金額 ￥１０，０００－

但 住宅改修工事代金(保険給付対象 1割分)として

上記金額正に領収致しました。

所 在 地 ○○○○○○○○

事業者名 株式会社○○○○ 印

電話番号 ○○○○－○○－○○○○

被保険者氏名

完成日以降

収
入
印
紙

税抜金額が 5万円以上

の場合は貼付

１（２・３）割

領収書

令和○年○月○日

宇和島 花子 様

金額 ￥２８，０００－

但 住宅改修工事代金

(介護保険対象１割分８，０００円、介護保険対象外費用２０，０００円）として

上記金額正に領収致しました。

所 在 地 ○○○○○○○○

事業者名 株式会社○○○○ 印

電話番号 ○○○○－○○－○○○○

被保険者氏名

完成日以降

収
入
印
紙

税抜金額が 5万円以上

の場合は貼付

１（２・３）割＋自費工事分

内訳を記入
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請求書

※記入方法が償還払いと同じ書類については省略しております。

「宇和島市 住宅改修の手引き」「宇和島市 福祉用具購入の手引き」をご確認ください。

９（８・７）割

被保険者名

領収日と同日

自己負担額１（２・３）割を記入
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７．事業者の登録について

受領委任払制度を取り扱うためには、事前に宇和島市への事業者登録が必要です。

⑴登録要件

《福祉用具》

介護保険法による都道府県等から介護保険事業者として指定を受けている事業者

《住宅改修》

過去一年以内に介護保険制度における住宅改修の実績がある事業者

⑵登録申請

下記書類を提出してください。

《福祉用具》

○宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費受領委任払に係る取扱合意書

○宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費受領委任払事業者登録届出書

《住宅改修》

〇宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費受領委任払に係る取扱合意書

○宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費受領委任払事業者登録届出書

※合意書は製本し（製本方法はお任せします）、割り印したものを２部提出してださい。

登録後、登録通知書とともに１部をお返しします。

※振込先口座については宇和島市の債権者登録が必要です。

未登録の場合まはた変更があった場合は別途債権者登録名簿を提出してください。

詳しくは宇和島市 HP「債権者登録名簿の様式変更について」をご確認ください。

⑶登録日

毎月１５日（土日祝日の場合は翌平日）までに受け付けた場合、翌月１日付で登録します。

※登録日以降の福祉用具販売および住宅改修において受領委任払いが適用されます。

※申請から登録完了までには時間がかかるため、支給申請と同時に登録申請を受理する

ことはできません。

⑷登録有効期限

登録有効期限は登録年度の３月末となりますが、双方異議がない場合はそのまま更新し

ます。介護保険制度の改正に伴う変更がある場合、制度の改正に適する合意書・届出書が必

要となりますのでご了承ください。
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⑸登録内容の変更または廃止

事業者登録をした後、登録した内容に変更がある場合、または取り扱いを止める場合等は

宇和島市への届出が必要です。下記書類を提出してください。

《福祉用具》

○宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費受領委任払取扱事業者登録事項

変更届出書

○宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費受領委任払取扱事業者廃止・休

止・再開・辞退届出書

《住宅改修》

○宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費受領委任払取扱事業者登録事項変更

届出書

○宇和島市介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費受領委任払取扱事業者廃止・休止・

再開・辞退届出書


